
 

三井住友トラストカード WAON 利用約款 

約款をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。 

 

第１条（目的） 

1． 本約款は、イオン株式会社（以下「イオン」という）が管理及び運営する電子マネー「WAON」についてイオンフィ

ナンシャルサービス株式会社（以下「イオンフィナンシャルサービス」という）及び三井住友トラストクラブ株式会

社（以下「三井住友トラストクラブ」といい、2 社を総称して「両社」という）が提携をし、三井住友トラストクラ

ブが所定の方法で発行する「三井住友トラストカード WAON」（以下「本カード」という）について、本カード及び

その WAON のカード発行方法、機能、利用方法及び第 3 条第 1 項に定義する「本会員」の遵守事項等について定め、

本会員は本約款に従い本カードの利用をします。 

2． 本約款は、「三井住友トラスト VISA カード＆三井住友トラストマスターカード会員規約」（以下「会員規約」という）

の特約であり、本約款において会員規約と異なることが定められている条項については本約款が優先することとしま

す。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規約が適用されます。 

 

第 2 条（定義） 

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 

（1） WAON WAON 利用約款に基づき WAON 発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON

利用約款に基づき利用者が WAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払いに

利用することができるものの総称。 

（2） WAON カード WAON を記録することができるカードの総称。 

（3） 利用者 WAON の保有者であって、WAON 利用約款に基づき WAON を利用する方の総称。 

（4） WAON 利用約款 利用者が WAON を利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称。 

（5） WAON サービス 利用者が WAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において WAON 利用約

款に従って WAON を利用した場合に、利用された WAON 相当額について WAON 発行者が WAON 加盟店に対し

て代金の支払いを行うサービス。 

（6） WAON マーク WAON カード、WAON 加盟店、WAON 端末等、WAON サービスに係るものに使用される商標。 

（7） チャージ WAON カードに記録された WAON の金額を加算することの総称。 

（8） WAON ブランドオーナー WAON を管理及び運営する主体としてのイオン。 

（9） WAON 発行者 WAON ブランドオーナーとの契約により WAON を発行する事業者。イオンフィナンシャルサー

ビスが本カードの WAON 発行者となる。 

（10） カード発行者 WAON ブランドオーナーとの契約により WAON カードを発行する事業者。三井住友トラストク

ラブが本カードのカード発行者となる。 

（11） WAON 加盟店 利用者が WAON 利用約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引において WAON を利

用することができる事業者。 

（12） WAON 事業者 WAON ブランドオーナー、WAON 発行者、カード発行者及び WAON 加盟店の総称。 

（13） WAON 端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端

末の総称であって、次に定めるものの総称。 



 

（ⅰ） 事業者端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端末

の総称であって、WAON 事業者が管理するもの。 

（ⅱ） 利用者端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等の WAON の電子情報を処理することができる端末

の総称であって、利用者が管理するもの。 

 

第３条（本カードの発行） 

1． 三井住友トラストクラブが発行するクレジットカードのうち、三井住友トラストクラブが指定するクレジットカード

（以下「親カード」という）の個人会員（以下「会員」という）で、本約款、「三井住友トラストカード WAON WAON

ポイント約款」、「三井住友トラストカード WAON オートチャージに関する特約」及び「三井住友トラストカード

WAON 個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約」を承認の上、所定の方法で本カードの入会申込みをし、三

井住友トラストクラブが適格と認めた方を「本会員」といいます。 

2． 三井住友トラストクラブは、前項により適格と認めた本会員に対して、本カードを親カードに追加して発行します。 

3． 本カードの所有権は両社に帰属するものとします。 

4． 本カードの発行当初の WAON の利用可能残高は 0 円とします。 

5． 本会員は、本カードが発行されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。 

 

第４条（WAON 発行手数料及び WAON 再発行手数料） 

1． 本会員は、本カードが発行された場合若しくは再発行された場合、三井住友トラストクラブに対して入会申込書及び

ホームページ等に記載する三井住友トラストクラブ所定の WAON 発行手数料若しくは WAON 再発行手数料を支払

うものとします。 

2． 三井住友トラストクラブは、前項により本会員より支払われた WAON 発行手数料及び WAON 再発行手数料を三井

住友トラストクラブの責に帰すべき事由を除き、返還しないものとします。 

 

第５条（WAON のチャージ） 

1． 本会員が本カードの WAON にチャージを希望するときは、イオンフィナンシャルサービスに対し、イオンフィナン

シャルサービス所定の方法により、お申込みください。なお、チャージ方法については、WAON サービスに係るホー

ムページその他の説明書等に記載されます。 

2． 本カードの WAON の利用可能残高は、50,000 円を上限とします。 

3． 本カードの WAON のチャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行った WAON 端末又は

チャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、本会員は、係る表示をご確認いただくものとし、WAON

端末に表示された時又はレシートが発行された時に本会員から特段の申し出がない限り、本会員は、チャージの完了

及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。 

 

第６条（WAON のチャージができない場合） 

1． 本会員は、次の場合、本カードの WAON にチャージすることはできませんので、ご了承ください。 

（1） 本カード又はその WAON が破損しているとき。 

（2） WAON 端末（但し、利用者端末を除く）の稼働時間外であるとき。 

（3） 停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。 



 

（4） 本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 

2． 前項に基づき本会員が本カードの WAON にチャージできないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、

両社及びその他 WAON 事業者は、その責任を負いません。 

 

第７条（WAON のご利用） 

1． 本会員は、WAON 加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、本カードの WAON をその

利用可能残高の範囲内で、イオンフィナンシャルサービス及び WAON 加盟店が定める方法により代金のお支払いに

ご利用いただけます。 

2． 本カードの WAON の利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又は WAON 加盟店の指定する方

法によりお支払いいただきます。なお、親カードのご利用と本カードの WAON のご利用を併用することはできませ

ん。 

 

第８条（WAON のご利用ができない場合） 

1． 本会員は、次の場合には、本カードの WAON をご利用いただくことができません。 

（1） 本カードが偽造若しくは変造され、又はその WAON が不正に作り出されたものであるとき。 

（2） 本カードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができ

る状態で取得したとき、又はその WAON が違法に保有されるに至ったものであるとき。 

（3） 本会員が、本約款若しくは会員規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 

（4） 本会員の WAON 利用状況等に照らし、WAON の利用者として不相当と両社が判断したとき。 

（5） 本カード又はその WAON の破損、WAON 端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事

由があるとき。 

（6） システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的に

WAON の利用を停止するとき。 

（7） WAON 加盟店にやむを得ない事由があるとき。 

3． 本カードは、当該カードの署名欄に署名された本会員以外は利用できないものとします。 

4． 前各項に基づき本会員が本カードの WAON を利用できないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両

社及びその他 WAON 事業者は、その責任を負いません。 

 

第９条（利用可能残高の確認等） 

1． 本カードの WAON の利用可能残高は、WAON の利用可能残高の表示機能を備えた WAON 端末その他イオンフィナ

ンシャルサービス所定の方法によりご確認いただくことができます。 

2． 本会員が他の三井住友トラストカード WAON を含む WAON カードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残

高を 1 枚のカードに統合することはできません。 

3． 本カードの WAON のご利用履歴は、WAON の利用履歴の表示機能を備えた WAON 端末その他イオンフィナンシャ

ルサービス所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示される WAON のご利用履歴の範

囲等については、イオンフィナンシャルサービスの定めによるものとします。 

 

第１０条（本会員の遵守事項） 



 

1． 本会員は、本カード及びその WAON のご利用に際し、次の行為をすることができません。 

（1） 違法、不正又は公序良俗に反する目的で本カード又はその WAON を利用すること。 

（2） 営利の目的で本カード又はその WAON を利用すること。 

（3） WAON に係るソフトウエア、ハードウエア、その他 WAON に係るシステム、本カード又はその WAON につ

いて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又は係る行為に協力すること。 

（4） 本カードが偽造若しくは変造され又はその WAON が不正に作り出されたものであるとき、又はその疑いがあ

るときに、これを利用すること。 

2． 本会員は、前項各号の事実を知ったときは、イオンフィナンシャルサービスに対してイオンフィナンシャルサービス

所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、本カードを三井住友トラストクラブに返還していただきます。

この場合、当該カードに記録された WAON は返還しません。 

 

第１１条（本カードの破損等） 

1． 本会員は、本カードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。本カードの破損、電磁的影響その他の事

由（以下「本カードの破損等」という）により本カードの WAON が破損又は消失した場合、両社及びその他 WAON

事業者は、その責任を負いません。 

2． 前項の場合において、本カードの破損等が本会員の事情によらないことが明らかであって、本カードの WAON カー

ド番号が判明したときは、本会員は、三井住友トラストクラブ所定の方法により当該カードをご返還いただくことに

より、三井住友トラストクラブから三井住友トラストカード WAON の再発行を受けることができます。 

3． 第 1 項の場合において、本カードの WAON の破損又は消失が本会員の事情によらないことが明らかであって、イオ

ンフィナンシャルサービス所定の方法により本カードの WAON の未使用残高が判明したときは、本会員は、イオン

フィナンシャルサービス所定の方法により、前項により再発行された三井住友トラストカード WAON に当該未使用

残高相当分のチャージを受けることができます。 

4． 第 2 項により三井住友トラストクラブが三井住友トラストカード WAON を再発行する場合、三井住友トラストカー

ド WAON の図柄又は機能について、従前の三井住友トラストカード WAON と異なる場合があります。 

5． 本カードの券面に記載されていない他のカード発行者及び WAON 発行者は、第 2 項及び第 3 項の取扱いをいたしま

せん。 

 

第１２条（本カードの盗難・紛失） 

本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じて本カードの WAON の全部又は一部の保有を失われ

た場合には、両社及びその他の WAON 事業者は、その責任を負いません。但し、本会員が本カードの盗難又は紛失を

イオンフィナンシャルサービスにお届出いただいた場合であって、イオンフィナンシャルサービスが所定の利用停止措

置をとったときは、本会員は、新たに発行された三井住友トラストカード WAON にイオンフィナンシャルサービス所

定の方法による利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。 

 

第１３条（WAON 加盟店との関係） 

1． 本会員は、本カードの WAON をご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、

瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON 加盟店との間で解決していただくものとし、当該 WAON 加盟店を除

き、両社及びその他の WAON 事業者は、その責任を負いません。 



 

2． 前項の場合において、WAON 加盟店が返品に応じた場合、イオンフィナンシャルサービスが定める方法により WAON

利用代金相当額をチャージします。但し、WAON をチャージすることができない場合には、WAON 加盟店において、

WAON 利用代金相当額を返金することがあります。 

 

第１４条（譲渡等の禁止） 

本会員は、本カード及びその WAON について、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。 

 

第１５条（換金の原則禁止） 

1． 本カードの WAON は、第 13 条第 2 項但書、本条第 2 項、第 18 条第 2 項及び第 20 条第 3 項に定める場合を除き、

換金できません。 

2． 本会員は、次のいずれかに該当する場合、本条第 3 項及び第 4 項の規定に従い、イオンフィナンシャルサービス所定

の方法により WAON の返金を受けることができます。なお、三井住友トラストクラブは WAON の対価を受領してい

ないことから事由の如何を問わず WAON の返金の義務を負担しません。 

（1） 第 11 条第 3 項及び第 12 条に定める場合においてイオンフィナンシャルサービスが相当と認めたとき。 

（2） 法令等により WAON を返金すべきとき。 

（3） イオンフィナンシャルサービスがやむを得ないと認める相当の事由があるとき。 

3． 前項の場合、本会員は、本カードを三井住友トラストクラブにご返還いただくことにより、本カードの WAON の未

使用残高からイオンフィナンシャルサービスが定める手数料を控除した金額について、イオンフィナンシャルサービ

ス所定の方法により返金を受けることができます。 

4． 本カードの WAON カード番号が判明しない場合又はその WAON の未使用残高が判明しない場合には、イオンフィ

ナンシャルサービスは、返金の義務を負いません。 

 

第１６条（インターネットでのご利用準備） 

1． 本会員は、WAON 事業者がインターネットを用いた WAON サービスの提供を開始した場合、パーソナル・コンピュ

ータを用いてインターネット上で WAON の利用等を行うことができます。 

2． 本会員は、本カードの WAON をインターネット上でご利用いただくときは、本会員自身の費用と負担によって利用

者端末をご準備下さい。 

3． インターネットを用いた WAON サービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等について

は、WAON サービスに係るホームページ等でご案内しますので、これを確認ください。 

 

第１７条（本カードの会員資格の取消） 

1． 両社は、本会員が次のいずれかに該当したとき、その他両社において本会員が不適格と認めた場合は、本会員に対し

て事前に通知又は催告することなく、本カードの会員資格を取消すことができるものとします。 

（1） 本会員が本約款に違反したとき。 

（2） 本会員の WAON 利用状況等に照らして、WAON の利用者として不相当と両社が判断したとき。 

2． 前項の場合、本会員は、事後、本カード及びその WAON を利用することができません。又、三井住友トラストクラ

ブは、三井住友トラストクラブ所定の方法により、本カードを回収する場合があります。この場合、イオンフィナン

シャルサービスは、本カードに記録された WAON は返還しません。なお、三井住友トラストクラブは WAON の対



 

価を受領していないことから事由の如何を問わず WAON の返金の義務を負担しません。 

3． 本会員は、本カードの退会及び会員規約に基づき親カードを退会する場合を含む親カードのクレジット会員資格を喪

失した場合、本カードの会員資格が取消されるものとします。 

4． 前項の場合、第 8 条第 1 項第 3 号に該当しない限り、本会員は、本カードの WAON の残高が 0 になるまで当該カー

ドをご利用いただき、WAON の残高が 0 になったときは、当該カードを本会員の責任で切断の上破棄してください。 

 

第１８条（WAON 発行者による WAON サービスの終了） 

1. イオンフィナンシャルサービスは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等によ

り、WAON サービスを終了させることがあります。 

2. 前項の場合、イオンフィナンシャルサービスは、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他イオンフィナンシャ

ルサービス所定の方法により、WAON サービスを終了させる旨及び本カードに記録された WAON の返金方法につい

て周知の措置をとります。この場合の WAON の返金手続については、第 15 条第 3 項及び第 4 項の規定を準用します。 

3. 前項の場合、イオンフィナンシャルサービスが定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたします。 

 

第１９条（両社及び WAON 事業者の責任） 

本カード及びその WAON を利用することができなかったことにより本会員に生じた損害等について、両社及びその他

の WAON 事業者に故意又は重過失がない限り、両社及びその他の WAON 事業者はその責任を負いません。なお、両社

及びその他の WAON 事業者に故意又は重過失がある場合であっても、両社及びその他の WAON 事業者は、本会員の逸

失利益について損害賠償の責任を負いません。 

 

第２０条（取扱いの変更） 

1. WAON サービス、本カード又はその WAON の取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、ホームページへの

掲載その他両社所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。 

2. 本約款の変更は、次のいずれかの場合に効力を生じるものとします。 

（1） 本会員に異議がなく前項の予告期間を経過したとき。 

（2） 前項のお知らせ後、本会員が本カードの WAON のチャージ又は利用を行ったとき（この場合には本会員の異

議の有無は問いません）。 

3. 前項の規定にかかわらず、本約款の変更が本会員に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第 1 項の予

告期間内に、本会員から異議のお申し出があった場合には、イオンフィナンシャルサービスは、WAON を本会員に返

金します。この場合、第 15 条第 3 項及び第 4 項の規定を準用します。 

4. 前 3 項の定めにかかわらず、法令の定めにより本約款を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も

可能なものとします。 

 

第２1 条（反社会的勢力の排除） 

1. 利用者は自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとしま

す。 

（1） 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下、まとめて「反社会

的勢力」という）に属すると認められるとき 



 

（2） 反社会的勢力を利用していると認められるとき 

（3） 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき 

（4） 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

（5） 自ら又は第三者を利用して、WAON 事業者又は WAON 事業者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫

的言辞を用いたとき 

2. 利用者が前項のいずれかに該当すると WAON 事業者が判断する場合、WAON 事業者は利用者に対して何らの催告を

要さず、WAON サービスを解除することができるものとします。 

3. WAON 事業者は、前項の規定に基づき WAON サービスを解除したことにより、当該利用者に損害が生じても何らの

賠償又は補償はしないものとします。 

 

第２2 条（合意管轄裁判所） 

本会員は、WAON サービスに関して本会員と両社及びその他の WAON 事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁

判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意し

ます。 

 

第２3 条（ご相談窓口） 

WAON サービス、本カード又はその WAON、又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAON サービスに係るホーム

ページをご参照いただく他、WAON カード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。 

 

附 則   

本約款は、2023 年 4 月 1 日から適用します。 

2025 年 10 月 1 日改訂 

 

 

三井住友トラストカード WAON WAON ポイント約款 

第１条（目的） 

1． 本約款は、三井住友トラストカード WAON （以下「本カード」という）の利用等によりイオンフィナンシャルサービ

ス株式会社（以下「イオンフィナンシャルサービス」という）より本会員に付与される次条に定義する WAON ポイ

ントに係るサービスについて定めるもので、イオンフィナンシャルサービスは、本約款に従って WAON ポイントに

係るサービスを提供します。なお、イオンマーケティング株式会社（以下「WAON POINT 発行者」といいます。）が

管理運営する WAON POINT サービスに係る WAON POINT 加盟店で、WAON を利用した場合に付与される

WAON POINT に つ い て は 、 WAON POINT 発 行 者 が 定 め る WAON POINT サ ー ビ ス 規 約

（https://www.smartwaon.com/pc/#/point/terms）が適用されるものとします。 

2． 本約款は、「三井住友トラスト VISA カード＆三井住友トラストマスターカード会員規約」及び「三井住友トラストカ

ード WAON 利用約款」（以下まとめて「会員規約等」という）の特約であり、会員規約等と異なることが定められて

いる条項については本約款が優先することとします。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規約等

が適用されます。 



 

 

第２条（定義） 

1． 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 

（1） WAON ポイント WAON の利用に付随して WAON 発行者から利用者に付与される電子情報であって、

WAON ポイント約款に基づき利用者が WAON に交換すること及び WAON 発行者所定のサービスを受ける

ことができるものの総称。 

（2） 提携ポイント WAON 以外の他の取引において付与された電子情報であって、WAON ポイント約款に基づき

利用者が WAON ポイントと交換することができるものとして WAON 発行者が指定するものの総称。 

（3） WAON ポイント対象取引 利用者が WAON 利用約款に従って WAON を利用した場合に、WAON ポイント

約款に従って WAON ポイントが付与される WAON 発行者所定の取引。 

（4） WAON ポイント約款 WAON ポイントの付与及び交換等をする際に適用される約款及びこれに付随する特

約の総称。 

（5） WAON POINT WAON POINT 付与対象取引に付随して WAON POINT 発行者から WAON POINT 会員に

付与される電子情報であって、WAON POINT サービス規約に基づき WAON POINT 会員が WAON POINT

サービスを受けることができるものの総称。 

2． 前項に定めるものの他、本約款における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。 

 

第３条（ポイントの付与） 

1． 本会員が WAON ポイント対象取引を行った場合、イオンフィナンシャルサービスは、本会員に対して、イオンフィ

ナンシャルサービス所定の WAON ポイントを付与します。なお、イオンフィナンシャルサービスが WAON ポイン

トを付与しないものとして指定した商品、役務その他の取引及び WAON ポイント対象取引に対して WAON POINT

発行者が WAON POINT を付与した場合には、WAON ポイントは付与しません。 

2． 本会員は、イオンフィナンシャルサービス及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントを WAON ポ

イントに交換することにより、WAON ポイントを加算することができます。 

3． WAON ポイント対象取引、付与される WAON ポイント、WAON ポイント付与に係る条件、提携ポイントとの交換

率及び提携ポイントとの交換条件等は、イオンフィナンシャルサービスが定めるところによりますので、本会員に事

前に通知することなく変更することがあります。 

 

第４条（ポイントの付与ができない場合） 

1． 次の場合、前条に基づく WAON ポイントの付与及び提携ポイントの交換はできません。 

（1） 本カード又はその WAON が破損しているとき。 

（2） WAON 端末（但し、利用者端末を除く）の稼働時間外であるとき。 

（3） 停電、システム障害、WAON 端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。 

（4） 本会員が、本約款又は会員規約等に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 

2． 前項に基づき本会員が WAON ポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより本会員に損害等が生じ

た場合であっても、両社及びその他の WAON 事業者は、その責任を負いません。 

 

第５条（WAON ポイント残高の確認等） 



 

1． 本カードの WAON ポイントの残高は、WAON ポイント残高の表示機能を備えた WAON 端末その他イオンフィナン

シャルサービス所定の方法によりご確認いただくことができます。 

2． 本会員が他の三井住友トラストカード WAON を含む WAON カードを複数枚お持ちの場合、各カードの WAON ポイ

ント残高を 1 枚のカードに統合することはできません。 

3． 本カードの WAON ポイントの履歴は、WAON ポイント履歴の表示機能を備えた WAON 端末その他イオンフィナン

シャルサービス所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示される WAON ポイントの履

歴の範囲等については、イオンフィナンシャルサービスの定めによるものとします。 

 

第６条（WAON ポイントの利用） 

1． 本会員は、本カードの WAON ポイントがイオンフィナンシャルサービス所定のポイントに達した場合、イオンフィ

ナンシャルサービス所定の方法により、WAON ポイントを本カードの WAON に交換することができます。 

2． 前項に基づき本会員が WAON ポイントを WAON に交換する場合、1 ポイントあたり 1 円として、イオンフィナンシ

ャルサービス所定の単位で交換することができます。 

3． 本会員は、次の各号に定める場合、第 1 項に基づく WAON ポイントの交換はできません。これにより本会員に損害

等が生じた場合であっても、両社及びその他の WAON 事業者は、その責任を負いません。 

（1） 三井住友トラストカード WAON 利用約款に基づき WAON が利用できないとき。 

（2） 本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 

（3） WAON ポイント交換後の WAON が当該 WAON カードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。 

4． 本会員が他の三井住友トラストカード WAON を含む WAON カードを複数枚お持ちの場合、WAON ポイントが蓄積

された本カード以外の他の WAON カードの WAON への交換はできません。 

5． 前各項に定める場合の他、本会員は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAON ポイントを利用したイ

オンフィナンシャルサービス所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び開始時期等について

は、イオンフィナンシャルサービス所定の方法によりご案内させていただきます。 

 

第７条（商品返品時のポイント処理） 

1． 本会員が本カードの WAON を利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第 3 条に従っ

て付与された WAON ポイントは減算されます。 

2． 前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、本会員は、イオンフィナンシャルサービス所定の方法によりマ

イナス金額をご精算いただきます。 

 

第８条（WAON ポイントの盗難・紛失等） 

本カードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、WAON ポイントの全部又は一部の保有を失われた場合に

は、両社及びその他の WAON 事業者は、その責任を負いません。 

 

第９条（本カードの再発行時のポイント処理） 

1． 三井住友トラストカード WAON 利用約款に基づき三井住友トラストカード WAON の再発行がなされる場合、本会

員は、再発行される三井住友トラストカード WAON に、イオンフィナンシャルサービス所定の方法により、本カー

ドの WAON ポイント残高が判明したときは当該ポイント残高の付与を受けることができます。 



 

2． 本カードの WAON ポイント残高が判明しない場合には、イオンフィナンシャルサービスは前項の義務を負いません。 

 

第１０条（WAON ポイントの有効期限等） 

1． 本会員が初めて本カードにチャージした日から 1 年経過後の月末までを初年度とし、2 年目以降は、前年度末の翌日

から 1 年間を各年度とします。 

2． 各年度中に付与又は加算された WAON ポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。 

3． 前項に定める有効期限が経過した WAON ポイントは消滅し、以後、当該 WAON ポイントのご利用はできません。 

4． 三井住友トラストカード WAON 利用約款により WAON サービスが終了、又は本約款若しくはその他の理由により

WAON ポイントに係るサービスが終了した場合、当該 WAON カードの WAON ポイントは消滅します。 

 

第１１条（譲渡等の禁止） 

本会員は、WAON ポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。但し、

本会員は、イオンフィナンシャルサービス所定の方法により、WAON ポイントギフトとして WAON ポイントを譲渡す

ることができます。 

 

第１２条（換金の禁止） 

WAON ポイントは、現金との引換えはできません。 

 

第１３条（両社及びその他の WAON 事業者の責任） 

1． 両社及びその他の WAON 事業者は、WAON ポイントに関して本会員に生じた損害等について、責任を一切負いませ

ん。 

2． WAON ポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、本会員にこれ

を負担していただきます。 

 

第１４条（WAON 発行者による WAON ポイントに係るサービスの終了） 

1． イオンフィナンシャルサービスは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等によ

り、WAON ポイントに係るサービスを終了させることがあります。 

2． 前項の場合、イオンフィナンシャルサービスは、イオンフィナンシャルサービス所定の方法により、WAON ポイン

トに係るサービスを終了させることについて周知の措置をとります。 

 

第１５条（取扱いの変更） 

WAON ポイントの取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものと

し、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。また、法令の定めにより本約款を変更出来る場合には、当該法令に

定める手続きによる変更も可能なものとします。 

 

第１６条（ポイントサービスに関するご案内） 

WAON ポイントに関する事項は、WAON サービスに係るホームページ、WAON 加盟店における掲示等の方法でご案内

しているものもありますので、本約款とあわせてご参照ください。 



 

 

附 則 

本約款は、2021 年 4 月 1 日から適用します。 

2025 年 10 月 1 日改訂 

 

 

三井住友トラストカード WAON オートチャージに関する特約 

第１条（本特約の効力） 

1． 本特約は、三井住友トラストカード WAON （以下「本カード」という）の発行を受けた本会員のうち、次条に定義す

るオートチャージを希望された本会員に適用されます。 

2． 本特約は、「三井住友トラスト VISA カード＆三井住友トラストマスターカード会員規約」及び「三井住友トラスト

カード WAON 利用約款」（以下まとめて「会員規約等」という）の特約であり、本特約において、会員規約等と異な

ることが定められている条項については本特約が優先することとします。なお、本特約に別段の定めがない事項につ

いては、会員規約等が適用されます。 

 

第２条（定義） 

1． 本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 

（1） オートチャージ  本カードの利用に際し、当該カードの利用後の WAON 残高が予め設定した金額（以下「実

行判定額」という）未満になるときに、当該カードの利用前に、親カードのクレジットカード機能により、予

め会員が設定した金額（以下「入金実行額」という）が自動的にチャージされること。 

（2） 本サービス  前号のオートチャージにより提供されるサービス 

2． 前項に定めるものの他、本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。 

 

第３条（利用方法等） 

1． オートチャージを希望される本会員は、三井住友トラストクラブ株式会社（以下「三井住友トラストクラブ」という）

所定の方法により、三井住友トラストクラブにお申込みください。 

2． 本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能

を有する WAON 端末により行うこととします。なお、実行判定額は、49,000 円を限度とし、入金実行額は、49,000

円を限度として（但し、実行判定額と入金実行額の合計額が WAON 利用可能残高の上限金額を超えることはできま

せん。）、1,000 円単位でイオンフィナンシャルサービス株式会社（以下「イオンフィナンシャルサービス」という）

所定の WAON 端末で設定又は変更ができるものとします。 

3． オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。 

4． 本サービスは、三井住友トラストクラブ及びイオンフィナンシャルサービス（以下「両社」という）が認めた場合を

除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。 

 

第４条（制限事項等） 

1． オートチャージは、オートチャージ機能を有する WAON 端末において、WAON による 1 取引につき 1 回限り実施



 

されます。 

2． 本サービスのお支払い方法は、親カードのクレジットカード機能によるショッピングの 1 回払いとします。 

3． 前項にかかわらず、本会員から申し出があり、三井住友トラストクラブが承認した場合には、承認した方法による支

払い方法に変更することができるものとします。 

4． オートチャージ実施後の WAON 残高が商品、役務その他の取引の代金に満たない場合等であっても、一旦実施した

オートチャージの取消しはできないものとします。 

5． チャージ後の WAON 残高が WAON 利用可能残高の上限金額を超えることとなるときは、当該上限金額の範囲内に

おいてオートチャージが実施されます。 

6． オートチャージを実施することにより親カードの利用限度額を超える等の理由で、三井住友トラストクラブがオート

チャージの実施を承認しない場合、オートチャージは一切実施されません。 

 

第５条（盗難・紛失） 

本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちに WAON コールセンター（0120－577－365）にお届けくだ

さい。WAON コールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であ

っても、お届けがない場合又はイオンフィナンシャルサービスがお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにも

かかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレ

ジットカードの利用として取扱うものとします。 

 

第６条（免責事項） 

オートチャージが実施できないことにより本会員に生じる不利益、損害については、両社及びその他の WAON 事業者

はその責任を負いません。 

 

第７条（本サービスの停止） 

両社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、本サービスを停止することがあります。 

 

第８条（特約の変更） 

両社は、本会員の事前の承諾なく本特約の内容を変更する場合があります。その場合には、両社は、変更日及び変更内

容を、WAON ホームページへの掲示等、両社所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものと

します。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとし

ます。 

以上 

（2025 年 10 月 1 日改訂） 

 

 

三井住友トラストカード WAON 個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約 

第１条（本特約の効力） 

1． 本特約は、三井住友トラストカード WAON （以下「本カード」という）の発行を受けた本会員又はその予定者（以下



 

総称して「本会員等」という）に適用されます。 

2． 本特約は、「三井住友トラスト VISA カード＆三井住友トラストマスターカード会員規約」及び「三井住友トラスト

カード WAON 利用約款」（以下まとめて「会員規約等」という）の特約であり、会員規約等と異なることが定められ

ている条項については本特約が優先することとします。なお、本特約に別段の定めがない事項については、会員規約

等が適用されます。 

 

第２条（定義） 

本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。 

 

第３条（個人情報の提供及び利用に関する同意） 

1． 本会員等は、三井住友トラストクラブ株式会社（以下「三井住友トラストクラブ」という）及びイオンフィナンシャ

ルサービス株式会社（以下「イオンフィナンシャルサービス」といい、2 社を個別に「各社」といい、2 社を総称し

て「両社」という）が保護措置を講じた上で管理し、下記の個人情報を相互に提供し、両社がこれを利用することに

同意します。 

〔相互に提供・利用する個人情報〕 

（1） 三井住友トラスト VISA カード＆三井住友トラストマスターカード会員規約等に基づき三井住友トラストク

ラブに届出のあった情報若しくは本カードの申込情報を含む本会員等が三井住友トラストクラブに提出する

書類等に記載されている情報。 

（2） 本カードの申込日、契約日、購入商品名、購入金額、利用履歴、チャージ履歴及び残高等の WAON サービス

及びこれに付帯するサービスの利用状況に関する情報。 

（3） 本カードの申込みにより発行される WAON カード番号及び変更後の WAON カード番号。 

（4） 本カードの申込みに対する審査の結果。 

（5） 親カードの会員番号が無効となった事実。 

（6） 親カードの会員資格の喪失。 

2． 本会員等は、両社が下記の利用を目的として前項に定める個人情報を利用することに同意します。 

〔利用目的〕 

（1） 本カードの発行及び本会員等の管理 

（2） 本カード及びそれに付帯するサービスの提供 

（3） 法令等や契約上の権利の行使や義務の履行 

（4） 各社の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付 

（5） 各社の事業における市場調査、商品開発 

（6） WAON 加盟店の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付 

3． 本会員等は、前項の利用目的(4)、(6)の同意の範囲内で各社が他の各社から提供された第 1 項の〔相互に提供・利用

する個人情報〕を利用している場合であっても、当該利用をしている各社に対し、その利用の中止を申出ることがで

きます。但し、親カード又は親カードのご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。 

4． 個人情報管理責任者は、以下の者とします。 

（1） 三井住友トラストクラブ株式会社 

（2） イオンフィナンシャルサービス株式会社 



 

《個人情報に関するお問合せ窓口》 

（1） 三井住友トラストクラブ株式会社 

「三井住友トラスト VISA カード＆三井住友トラストマスターカード会員規約」に定めるとおりとします。 

（2） イオンフィナンシャルサービス株式会社 

イオンフィナンシャルサービスのホームページにお問い合わせ先を公表いたしております。 

 

第４条（WAON POINT への登録情報移行） 

会員は、WAON 個人情報を WAON POINT 加盟店でご利用いただける WAON POINT サービス(イオンマーケティン

グ株式会社が運営)の会員情報登録へ自動移行することに同意します。また、会員は「WAON POINT サービス規約」と

「WAON POINT に関する個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。 「 WAON POINT サービス規約」

は、次のホームページ  （ https://www.smartwaon.com/pc/#/point/terms）、  「 WAON POINT に関する個人情報の

取扱いに関する同意条項」は、次のホームページ  （ https://www.smartwaon.com/pc/#/personal/info/terms）で 公表

しております。 

 

第 5 条（条項の変更） 

本同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。 

以上 

（2025 年 10 月 1 日改訂） 


